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令
和
２
年
分
所
得
税
お
よ
び

 

令
和
３
年
度
市
・
県
民
税
の

 

改
正
点

額
５
０
０
万
円
以
下
に
限
る
）
に

適
用
す
る
「
ひ
と
り
親
控
除
」
が

創
設
さ
れ
ま
し
た
。

※
ひ
と
り
親
控
除
に
該
当
し
な
い

寡
婦
の
人
は
、
引
き
続
き
寡
婦

控
除
を
適
用
し
、所
得
制
限（
合

計
所
得
金
額
５
０
０
万
円
以

下
）
が
設
定
さ
れ
ま
し
た

所
得
控
除
等
お
よ
び
非
課
税
基
準

の
適
用
に
係
る
要
件
の
見
直
し

　

給
与
所
得
控
除
・
公
的
年
金

等
控
除
か
ら
10
万
円
を
基
礎
控
除

へ
振
り
替
え
た
こ
と
に
伴
い
、
非

課
税
基
準
お
よ
び
所
得
控
除
等
の

適
用
に
係
る
要
件
が
見
直
さ
れ
ま

す
。

所
得
控
除
等
の
適
用
に
係
る
所
得

金
額
要
件
に
つ
い
て

•
同
一生
計
配
偶
者
お
よ
び
扶
養

親
族
の
合
計
所
得
金
額
要
件
が

48
万
円
以
下
に
変
更
。

•
配
偶
者
特
別
控
除
の
対
象
に
な

る
配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
要

件
が
48
万
円
超
１
３
３
万
円
以

下
に
変
更
。

•
勤
労
学
生
控
除
の
合
計
所
得
金

額
要
件
が
75
万
円
に
変
更
。

非
課
税
基
準
の
改
正
点

•
障
害
者
、
未
成
年
者
、
ひ
と
り

親
お
よ
び
寡
婦
の
人
で
合
計
所

得
金
額
が
１
３
５
万
円
以
下
の

人
•
同
一生
計
配
偶
者
ま
た
は
扶
養

確定申告の受付
～申告会場のご案内～

　
令
和
２
年
１
月
１
日
以
降
の
所

得
計
算
や
所
得
控
除
等
の
判
定
に

適
用
さ
れ
る
税
制
改
正
の
概
要
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
主
な
改
正
点

給
与
所
得
控
除
・
公
的
年
金
等

控
除
が
変
更

　
給
与
所
得
控
除
お
よ
び
公
的
年

金
等
控
除
の
控
除
額
が
一律
10
万

円
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

ほ
か
、
控
除
上
限
額
な
ど
も
変
更

と
な
り
ま
し
た
。

基
礎
控
除
の
見
直
し

　
基
礎
控
除
額
が
10
万
円
引
き
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
合
計

所
得
金
額
が
２
４
０
０
万
円
を
超

え
る
人
は
、
そ
の
金
額
に
応
じ
て

控
除
額
が
逓
減
し
、
２
５
０
０
万

円
を
超
え
る
と
適
用
さ
れ
な
く
な

り
ま
す
。

ひ
と
り
親
控
除
が
創
設

　

婚
姻
歴
や
性
別
に
関
わ
ら
ず
、

生
計
を
同
じ
と
す
る
子
（
総
所
得

金
額
等
が
48
万
円
以
下
で
、
他
の

者
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
な
い
）

を
有
す
る
単
身
者
（
合
計
所
得
金

親
族
を
有
し
な
い
場
合
は
、
合

計
所
得
金
額
が
38
万
円
以
下

の
人
。
同
一生
計
配
偶
者
ま
た

は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合

は
、
合
計
所
得
金
額
が
｛
28
万

円
×
（
本
人
＋
同
一生
計
配
偶

者 

＋
扶
養
親
族
の
人
数
）
＋

26
万
８
千
円
｝
以
下
の
人

•
所
得
割
の
み
非
課
税
（
均
等
割

５
８
０
０
円
の
み
課
税
）
と
な

る
人
は
、
同
一生
計
配
偶
者
ま

た
は
扶
養
親
族
を
有
し
な
い
場

合
は
、
総
所
得
金
額
等
が
45
万

円
以
下
の
人
。
同
一生
計
配
偶

者
ま
た
は
扶
養
親
族
を
有
す

る
場
合
は
、
総
所
得
金
額
等
が

｛
35
万
円
×
（
本
人
＋
同
一
生

計
配
偶
者 

＋
扶
養
親
族
の
人

数
）
＋
42
万
円
｝
以
下
の
人

※
改
正
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い

場
所　
市
役
所
第
２
別
館
３
階
多

目
的
ホ
ー
ル
（
南
あ
わ
じ
警
察

署
の
と
な
り
）

開
設
日　
２
月
16
日
（
火
）
～
３

月
15
日
（
月
）
の
平
日
、
2
月

23
日
（
火
・
祝
）

受
付
時
間　
午
前
９
時
～
11
時
30

分
、
午
後
１
時
～
４
時

税
理
士
に
よ
る
相
談
会　
２
月
16

日
（
火
）・
17
日
（
水
）・
19

日
（
金
）・
22
日
（
月
）・
24
日

（
水
）・
26
日
（
金
）

当
会
場
利
用
時
の
お
願
い

❶
受
付
で
き
な
い
相
談
内
容

　
次
の
申
告
は
、
南
あ
わ
じ
市
役

所
の
相
談
会
場
で
は
受
付
で
き
ま

せ
ん
。
洲
本
税
務
署
申
告
相
談
会

場
で
お
願
い
し
ま
す
。

•
所
得
税
の
う
ち
、
青
色
申
告
、

土
地
・
建
物
・
株
式
等
の
譲

渡
所
得
、株
式
の
配
当
所
得（
申

告
分
離
課
税
を
選
択
し
た
場

合
）、
天
災
等
に
よ
る
雑
損
控

除
•
消
費
税
、
贈
与
税
、
相
続
税
の

相
談

❷
利
用
者
識
別
Ｉ
Ｄ
・

　
パ
ス
ワ
ー
ド
の
取
得

　
税
務
署
と
の
書
類
の
や
り
取
り

を
円
滑
に
行
う
た
め
、
申
告
会
場

で
は
、「
利
用
者
識
別
Ｉ
Ｄ
・
パ

ス
ワ
ー
ド
」
の
取
得
を
お
願
い
し

ま
す
。
す
で
に
取
得
済
み
の
人
は

番
号
を
書
い
た
も
の
を
持
参
く
だ

さ
い
。

❸
混
雑
緩
和
に
ご
協
力
を

•
開
設
初
日
や
休
日
明
け
、
午
前

は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

•
事
業
所
得
の
収
支
内
訳
書
や
医

療
費
控
除
の
明
細
書
は
、
事
前

に
作
成
を
お
願
い
し
ま
す
。

❹
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

　
感
染
対
策

•
可
能
な
人
は
、
電
子
申
請
や
郵

送
、
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
の
預

か
り
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

•
感
染
者
が
来
場
し
た
場
合
、
消

毒
や
清
掃
の
た
め
、
申
告
受
付

を
一
時
的
に
中
止
し
ま
す
。
申

告
受
付
の
最
新
情
報
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
ま
す
。

•
発
熱
や
風
邪
症
状
が
あ
る
人

は
、来
場
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
マ
ス
ク
着
用
や
筆
記
用

具
・
電
卓
の
持
参
を
お
願
い
し

ま
す
。

•
会
場
入
口
で
の
手
指
消
毒
、
検

温
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

南
あ
わ
じ
市
役
所
相
談
会
場

場
所　
沼
島
出
張
所

開
設
日
時　
３
月
２
日
（
火
）
午

前
10
時
～
11
時
30
分
、
午
後
１

時
～
３
時

沼
島
出
張
所
相
談
会
場

場
所　
淡
路
文
化
史
料
館

　
（
洲
本
市
山
手
１
丁
目
１
番
27
号
）

開
設
日
時　
２
月
16
日
（
火
）
～

３
月
15
日
（
月
）
の
午
前
９
時

～
午
後
４
時

※
土
日
祝
日
は
開
設
し
て
い
ま
せ
ん

洲
本
税
務
署
申
告
相
談
会
場

洲本バス
センター

大浜公園前
バス停

大浜公園前バス停 山手一
交差点

洲本
税務署

検察庁
裁判所

洲本
市役所

法務局

洲本警察署

淡路文化史料館
申告相談会場

洲
本
灘
賀
集
線
（

　号
線
）

大
浜
海
岸

76

問所得税等について  洲本税務署☎ 24-1212
　市・県民税について  税務課☎ 43-5213

•
受
付
で
、
氏
名
・
電
話
番
号
を

記
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
会

場
の
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
自

家
用
車
等
で
の
待
機
（
携
帯
電

話
へ
の
呼
び
出
し
）
を
お
願
い

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

•
会
場
は
換
気
の
た
め
、
窓
を
空

け
て
い
ま
す
の
で
、
防
寒
対
策

を
お
願
い
し
ま
す
。

発熱や風邪症状
がある人は来場
をお控えください

会場内ではマス
クの着用をお願い
します

入 場 の 際は、 手
指消毒をお願いし
ます

他の人と１メート
ル以上の距離をと
りましょう

確定申告でお困りのときは “ふたば” にご相談ください

確定申告に関する疑問は、国税庁ホームページの税務相談チャットボット
「税務職員ふたば」にご相談ください。お問合せ内容をメニューから選
択するか、文字を入力いただくことにより、人工知能（ＡＩ）を活用して
自動でお答えします。

税務職員ふたば

市・県民税の改正点
（市ホームページ）

申告受付の最新情報は
市ホームページをご確
認ください

▼

スマホはこちらから

確定申告の医療費控除時に必要です

　
確
定
申
告
の
際
に
お
む
つ
代
が
医
療
費
控
除
の

対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
医
師
が
発

行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
（
有
料
）」
が
必

要
で
す
。
た
だ
し
、
前
年
に
医
師
が
発
行
し
た
証

明
書
に
よ
っ
て
医
療
費
控
除
を
受
け
た
人
に
つ
い

て
は
、
２
年
目
以
降
は
市
が
発
行
す
る
「
お
む
つ

使
用
証
明
書
（
無
料
）」
に
よ
っ
て
医
療
費
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
証
明
書
は
次
の
対
象
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て

い
る
人
か
ら
の
申
請
に
よ
り
、
一定
の
基
準
を
満

た
し
た
人
の
み
に
交
付
し
ま
す
。

対
象
要
件　
❶
前
年
に
医
師
が
発
行
し
た
「
お
む

つ
使
用
証
明
書
（
有
料
）」
で
医
療
費
控
除
を

受
け
て
い
る
❷
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
対
象
の
年
に
有
効
な
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
❸
要
介
護
認
定
に
用
い
た
主
治
医
意
見
書

に
、
尿
失
禁
お
よ
び
寝
た
き
り
状
態
に
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
記
載
が
あ
る

申
請
先　
長
寿
・
保
険
課

問長寿・保険課☎ 43-5217

おむつ使用証明書の交付お知
らせ

　
所
得
税
と
市
・
県
民
税
の
障
害
者
控
除
は
、
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
が
対
象
で
す

が
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
の
交
付
を

受
け
る
こ
と
に
よ
り
手
帳
を
所
持
し
て
い
な
く
て

も
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
認
定
書
は
次
の
対
象
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い

る
人
か
ら
の
申
請
に
よ
り
、一 

定
の
基
準
を
満
た
し

た
人
の
み
に
交
付
し
ま
す
。

対
象
要
件　
❶
満
65
歳
以
上
❷
要
介
護
認
定
者
❸

身
体
や
精
神
に
基
準
以
上
の
障
害
が
あ
り
、
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い

※
12
月
31
日
現
在
で
判
定

申
請
先　
長
寿
・
保
険
課

障害者控除対象者
認定書の交付

問長寿・保険課☎ 43-5217

お知
らせ

お
知
ら
せ


